
事 務 連 絡 

令和３年１月８日 

 

介護保険サービス事業者等 代表者 様 

 

鹿児島市 長寿あんしん課長 

 

 

国の緊急事態宣言及び本県の感染状況を受けた県民の皆様へのお願い（知事メッセージ） 

  について（通知） 

 

 各施設等におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策について、日頃より各種通知等に

基づき対応いただいているところです。 

 さて、標記の件につきまして令和３年１月８日付で鹿児島県から通知がありましたのでお知ら

せいたします。詳細につきましては、別添通知をご確認いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】 

鹿児島市 長寿あんしん課 長寿施設係 

電話：０９９－２１６－１１４７ 

Ｅメール：choujuanshin-shi@city.kagoshima.lg.jp 

 



高 生 第 3 5 6 号
建 第 1 0 - 3 0 3 号
令和３年１月８日

各関係施設等の長 様

鹿児島県くらし保健福祉部
高齢者生き生き推進課長
介 護 保 険 室 長

鹿児島県土木部
建 築 課 住 宅 政 策 室 長

国の緊急事態宣言及び本県の感染状況を受けた県民の皆様へのお願い
（知事メッセージ）について（通知）

本県の高齢者福祉行政の推進につきまして，日頃より御理解，御協力をいただき，深く感
謝申し上げます。

さて，昨日，国の１都３県に対する緊急事態宣言の発令や本県の感染状況を踏まえ，県で
は別添のとおり知事メッセージをお伝えしたところです。

本県では直近１週間で感染が拡大しており，感染拡大の警戒基準はステージⅡを維持して
いるものの，ステージⅢに近づいていることを警戒しなければならない状況にあります。

このような状況を踏まえ，緊急事態宣言の対象地域との不要不急の往来を自粛（不要不急
でない往来の場合も慎重に判断）するとともに，感染拡大地域（※）との往来も慎重に判断
していただき，また，会食時や家庭内等での基本的な感染防止対策等を行うよう職員等へ周
知をお願いします。

併せて，令和２年12月11日・同月25日付けで周知している通知やこれまで送付している通
知等を再確認していただき，改めて貴施設等における感染防止対策を徹底するようお願いし
ます。

なお，通所介護，老人短期入所事業所等を併設されている施設等におかれましては，各事
業所への周知についても併せてお願いします。

※ 感染拡大地域とは，国の分科会が示している指標のうち，直近1週間の人口10万人当た
りの新規感染者数が，ステージⅢ（15人以上）又はステージⅣ（25人以上）の都道府県を
いいます。最新の感染拡大地域については以下のＵＲＬから確認できます。

鹿児島県ホームページ「緊急事態宣言対象区域と感染拡大地域の往来に御留意ください」
https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kansenkakudaichiiki.html

＜参考＞
「新型コロナウイルス感染防止対策等の再徹底について」
（令和２年12月11日付け・令和２年12月25日付け高齢者生き生き推進課ほか連名通知）

（問合せ先）
鹿児島県くらし保健福祉部

高齢者生き生き推進課施設整備係（担当 池田）
電話：099-286-2703

介護保険室事業者指導係(担当 中間）
電話：099-286-2687

鹿児島県土木部建築課住宅政策室
住宅企画係（担当 上之園）

電話：099-286-3740

https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kansenkakudaichiiki.html


別 添







参 考





健 増 第 1 1 1 5 号

高 生 第 3 2 6 号

建第 1 0 - 2 9 9 号

令和２年12月25日

各関係施設等の長 様

鹿児島県くらし保健福祉部

健 康 増 進 課 長

高齢者生き生き推進課長

介 護 保 険 室 長

鹿児島県土木部

建築 課住 宅政策室長

高齢者施設等における新型コロナウイルス感染防止対策等の

再徹底について（通知）

本県の高齢者福祉行政の推進につきまして，日頃より御理解，御協力をいただき，深く感

謝申し上げます。

各施設等におかれましては，新型コロナウイルス感染防止対策について，国や県の各種通

知等に基づき適切な対応をいただいており，重ねて感謝申し上げます。

さて，最近の感染状況については，12月に入り，徳之島の会食の場等や出水市の学校，鹿

児島市の接待を伴う飲食店，鹿屋市の大学サークル活動でクラスターが発生し，一日の県内

での最多感染者数を更新するなど，一時，感染が拡大いたしました。

また，感染経路不明の感染者が増えており，新型コロナウイルスの感染が身近なことにな

ってきて，いつ，どこで自分が感染するかもしれない，あるいは無症状のまま，周りの人に

うつすことがあるかもしれない，という状況にあることを県民の方々，それぞれに自覚して

いただき，うつされない，うつさない，そのための基本的な感染防止対策を行っていただく

必要があります。

このような状況で，医療機関における負担感は，強くなってきていますが，感染者には軽

症や無症状者が多く，医療提供体制が逼迫している状況に至っていないことなどから，県と

しては，警戒基準によるステージについては，ステージⅡの段階にあると判断しているとこ

ろです。ただし，今後の状況変化によっては，ステージを引き上げることもあり得ることか

ら，引き続き，緊張感を持って注視してまいります。

県では，昨日，「年末年始における新型コロナウイルス感染防止対策の県民の皆さまへの

お願い」（別添資料）として，知事メッセージをお伝えしたところです。

皆様におかれましては，下記の事項等に留意してくださるとともに，これまでの通知を再

確認していただき，改めて貴施設等における感染防止対策を徹底するようお願いします。

なお，通所介護，老人短期入所事業所等を併設されている施設等におかれましては，各事

業所への周知についても併せてお願いします。

記

１ 職員における感染防止対策と体調管理の徹底

職員には，改めて，三密を避ける，マスクを着用する，しっかり手洗いをする，人と

人との距離を確保する，発熱症状など体調不良の場合は休んで，かかりつけ医や受診相
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談センターに電話で相談の上，診察・検査を受けるなど，基本的な感染防止対策を徹底

すること。

また，発熱などの症状があるにもかかわらず，出勤してクラスターの発生につながっ

た事例の報告もあることから，職員は各自出勤前に体温を計測し，発熱等の症状がある

場合は出勤を行わないことを徹底すること。

２ 積極的な検査について

利用者や職員に発熱症状などがある場合には迅速に検査を行い，一例でも陽性者が

発見された場合には施設内の検査を徹底すること。

※ 「新型コロナウイルス感染防止対策等の再徹底について」（令和２年12月11日付け通

知）の１も併せて御確認下さい。

（問合せ先）

鹿児島県くらし保健福祉部

健康増進課感染症保健係（担当 鶴薗）※検査に関すること

電話：099-286-2724

高齢者生き生き推進課施設整備係（担当 池田）

電話：099-286-2703

介護保険室事業者指導係(担当 中間）

電話：099-286-2687

鹿児島県土木部建築課住宅政策室

住宅企画係（担当 上之園）

電話：099-286-3740
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